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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１０）の加減速及び操舵を自動制御する制御部（４８、５４、５６）と、
　前記車両（１０）の乗員が行う加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドを検出す
るオーバーライド検出部（４４、４６）と、
　前記オーバーライド検出部（４４、４６）の検出結果に基づいて、自動運転モード及び
手動運転モードを含む運転モードを切り換える切換部（５０）と、
　を備える自動運転制御装置（１２）において、
　前記切換部（５０）は、前記オーバーライド検出部（４４、４６）により前記加減速操
作及び前記操舵操作のいずれか一方によるオーバーライドが検出された場合に、前記運転
モードを、前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出された場合と比
べて、前記自動制御の度合いが高い半自動運転モードに切り換え、
　前記運転モードが前記半自動運転モードである状態で、前記オーバーライド検出部（４
４、４６）により前記加減速操作及び前記操舵操作のいずれによるオーバーライドも検出
されなくなった場合に、前記運転モードを前記自動運転モードに復帰させ、
　前記オーバーライド検出部（４４、４６）により前記加減速操作及び前記操舵操作によ
るオーバーライドが検出された場合に、前記運転モードを前記手動運転モードに切り換え
るとともに、その後に前記オーバーライド検出部（４４、４６）により前記加減速操作及
び前記操舵操作のいずれによるオーバーライドも検出されなくなった場合であっても、前
記運転モードを前記自動運転モードに復帰させない
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　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　更に、前記運転モードが前記手動運転モードにある場合には、起動スイッチがオンにさ
れると、前記運転モードが前記自動運転モードに切り換えられる
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　前記半自動運転モードは、前記オーバーライド検出部（４４、４６）により検出された
前記加減速操作及び前記操舵操作のうちいずれか一方に対応する前記自動制御のみを解除
させる運転モードである
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　前記切換部（５０）は、前記運転モードが前記半自動運転モードである状態で、前記オ
ーバーライド検出部（４４、４６）により前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバ
ーライドが検出された場合に、前記運転モードを前記手動運転モードに切り換える
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　オーバーライドが行われた状況が所定状況に該当するか否かを判定する状況判定部（４
８）を更に備え、
　前記切換部（５０）は、前記オーバーライド検出部（４４、４６）により前記加減速操
作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出されるに応じて前記運転モードを前記手
動運転モードに切り換えた後に、前記オーバーライド検出部（４４、４６）により前記加
減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出されなくなった場合、且つ、前記
状況判定部（４８）によりオーバーライドが行われた状況が前記所定状況に該当すると判
定された場合に、前記運転モードを前記自動運転モードに復帰させる
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　前記切換部（５０）により前記運転モードが切り換えられたときに当該運転モードの状
態を報知する報知部（５２）を更に備える
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項７】
　請求項６に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　前記車両（１０）の乗員が行う前記加減速操作及び前記操舵操作を検出する手動操作検
出部（４４、４６）を更に備え、
　前記報知部（５２）は、前記切換部（５０）により前記運転モードが前記手動運転モー
ドに切り換えられた後に、前記手動操作検出部（４４、４６）により前記加減速操作及び
前記操舵操作の少なくとも一方が検出されなくなった場合に、再度前記運転モードの状態
を報知する
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の自動運転制御装置（１２）において、
　前記車両（１０）の走行位置が自動運転可能な区間か否かを判定する位置判定部（４２
）を更に備え、
　前記報知部（５２）は、前記位置判定部（４２）により自動運転可能な区間の終了位置
が接近していると判定された場合に、前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーラ
イドを促す第１報知を行い、前記第１報知後に前記オーバーライド検出部（４４、４６）
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により前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出されない場合に、前
記オーバーライド検出部（４４、４６）により検出されていない前記加減速操作及び／又
は前記操舵操作によるオーバーライドを促す第２報知を行う
　ことを特徴とする自動運転制御装置（１２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の加減速及び操舵を自動制御する自動運転制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、車載システムで加減速及び操舵を自動制御することにより車両を自動運転（自律
走行）させる自動運転制御装置が開発されている。自動運転制御装置を搭載した車両は、
乗員が行う所定操作に応じて自動制御による自動運転から乗員の手動制御による手動運転
への切り換えを行う。
【０００３】
　例えば、特開２００５－０６７３２２号公報は、乗員が行う操舵操作に応じて、自動運
転（加減速及び操舵の自動制御）から手動運転に切り換える自動運転制御装置を開示する
。より具体的には、この自動運転制御装置は、自動運転が実行されている状態で、乗員の
操舵操作により操舵トルクが所定閾値よりも大きくなった場合に、乗員による手動運転が
意図されているものと推定して自動運転から手動運転に切り換える。
【発明の概要】
【０００４】
　特開２００５－０６７３２２号公報に記載される装置は、自動運転から手動運転への切
り換えの際に一時的に車両を減速させ、その後に操舵及び加減速の自動制御をキャンセル
する。この装置によると、乗員が自動運転から手動運転への切り換えを意図して操舵操作
する際に意図しない減速Ｇが発生する。このため、車両の挙動が不安定になる虞がある。
【０００５】
　また、特開２００５－０６７３２２号公報に記載される装置によれば、操舵操作に応じ
て操舵の自動制御のみならず加減速の自動制御もキャンセルされる。このため、運転の負
担を十分に軽減することができない。
【０００６】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、乗員が意図しない車両の挙動
を防止すると共に、運転の負担を軽減できる自動運転制御装置を提供することを目的とす
る。
【０００７】
　本発明は、車両の加減速及び操舵を自動制御する制御部と、前記車両の乗員が行う加減
速操作及び操舵操作によるオーバーライドを検出するオーバーライド検出部と、前記オー
バーライド検出部の検出結果に基づいて、自動運転モード及び手動運転モードを含む運転
モードを切り換える切換部と、を備える自動運転制御装置において、前記切換部は、前記
オーバーライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵操作のいずれか一方によるオー
バーライドが検出された場合に、前記運転モードを、前記加減速操作及び前記操舵操作に
よるオーバーライドが検出された場合と比べて、前記自動制御の度合いが高い半自動運転
モードに切り換えることを特徴とする。
【０００８】
　本明細書では、自動運転を継続した状態で、乗員が行う手動制御を自動制御より優先す
ること、又は、制御部が行う自動制御から乗員が行う手動制御への切換操作をオーバーラ
イドという。また、自動運転から完全に手動運転へ切り換えることにより、車両の操作権
限を乗員に委譲することをハンドオーバという。
【０００９】
　本発明では、車両の乗員が行う加減速操作及び操舵操作のいずれか一方によるオーバー
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ライドが検出された場合に、車両の加減速及び操舵を部分的に自動制御する。すなわち、
車両の乗員が行う加減速操作及び操舵操作のいずれか一方のみによるオーバーライドでは
、自動運転から完全な手動運転に切り換えないようにする。本発明によれば、オーバーラ
イドの状態に応じて適切に自動制御の度合いを制御できるため、乗員が意図しない車両の
挙動を防止できる。また、部分的な自動制御が維持されるため、運転の負担を軽減できる
。
【００１０】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記半自動運転モードは、前記オーバーライ
ド検出部により検出された前記加減速操作及び前記操舵操作のうちいずれか一方に対応す
る前記自動制御のみを解除させる運転モードであってもよい。本発明によれば、乗員が手
動制御したい操作対象の自動制御のみを解除することができる。このため、乗員が意図し
ない車両の挙動を防止でき、運転の負担を軽減できる。また、乗員が手動制御したい操作
対象の操作権限をシステムから乗員へスムーズに委譲することができる。
【００１１】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記切換部は、前記オーバーライド検出部に
より前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出された場合に、前記運
転モードを前記手動運転モードに切り換えてもよい。本発明によれば、車両の操作権限を
システムから乗員へスムーズに委譲することができる。
【００１２】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記切換部は、前記運転モードが前記半自動
運転モードである状態で、前記オーバーライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵
操作によるオーバーライドが検出された場合に、前記運転モードを前記手動運転モードに
切り換えてもよい。本発明によれば、車両の操作権限をシステムから乗員へ円滑に委譲す
ることができる。
【００１３】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記切換部は、前記運転モードが前記半自動
運転モードである状態で、前記オーバーライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵
操作のいずれによるオーバーライドも検出されなくなった場合に、前記運転モードを前記
自動運転モードに復帰させてもよい。本発明によれば、自動運転開始のための操作を行う
ことなくスムーズに自動運転を再開することができる。
【００１４】
　本発明に係る自動運転制御装置において、オーバーライドが行われた状況が所定状況に
該当するか否かを判定する状況判定部を更に備えてもよい。そして、前記切換部は、前記
オーバーライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検
出されるに応じて前記運転モードを前記手動運転モードに切り換えた後に、前記オーバー
ライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検出されな
くなった場合、且つ、前記状況判定部によりオーバーライドが行われた状況が前記所定状
況に該当すると判定された場合に、前記運転モードを前記自動運転モードに復帰させても
よい。
【００１５】
　自動運転中にオーバーライドが必要な所定状況がある。例えば、車両がレーンチェンジ
する場合や、車両が分岐や合流地点を走行する場合や、車両が一時的に手動運転を必要と
する地点（例えば料金所等）を走行する場合等である。本発明では、オーバーライドが行
われた状況がこのような所定状況に該当すると判定される場合、オーバーライドの操作が
なくなったときに、自動的に手動運転から自動運転に復帰させる。本発明によれば、車両
が適切な状態にあるときにのみ、自動運転開始のための操作を行うことなくスムーズに自
動運転を再開することができる。
【００１６】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記切換部により前記運転モードが切り換え
られたときに当該運転モードの状態を報知する報知部を更に備えてもよい。本発明によれ
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ば、現在の運転モードを乗員に認識させることができる。
【００１７】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記車両の乗員が行う前記加減速操作及び前
記操舵操作を検出する手動操作検出部を更に備えてもよい。そして、前記報知部は、前記
切換部により前記運転モードが前記手動運転モードに切り換えられた後に、前記手動操作
検出部により前記加減速操作及び前記操舵操作の少なくとも一方が検出されなくなった場
合に、再度前記運転モードの状態を報知してもよい。本発明によれば、運転モードが手動
運転モードに切り換わったことを乗員が忘れている又は気付いていない場合に、気付かせ
ることができる。
【００１８】
　本発明に係る自動運転制御装置において、前記車両の走行位置が自動運転可能な区間か
否かを判定する位置判定部を更に備えてもよい。そして、前記報知部は、前記位置判定部
により自動運転可能な区間の終了位置が接近していると判定された場合に、前記加減速操
作及び前記操舵操作によるオーバーライドを促す第１報知を行い、前記第１報知後に前記
オーバーライド検出部により前記加減速操作及び前記操舵操作によるオーバーライドが検
出されない場合に、前記オーバーライド検出部により検出されていない前記加減速操作及
び／又は前記操舵操作によるオーバーライドを促す第２報知を行ってもよい。
【００１９】
　自動運転可能な区間が終了する場合は、自動運転を終了して手動運転に切り換える所謂
ハンドオーバが必要である。本発明では、ハンドオーバが必要であるにも関わらずハンド
オーバが完了していない場合に、ハンドオーバの条件を満たすのに必要なオーバーライド
を乗員に対して報知により促す。本発明によれば、必要な操作を乗員に認識させることが
できる。
【００２０】
　本発明によれば、オーバーライドの状態に応じて適切に自動制御の度合いを制御できる
ため、乗員が意図しない車両の挙動を防止できる。また、部分的な自動制御が維持される
ため、運転の負担を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は自動運転制御装置を備えた車両のブロック図である。
【図２】図２は自動運転制御装置の動作説明に供する状態遷移図である。
【図３】図３は自動運転制御装置の動作説明に供するフローチャートである。
【図４】図４は自動運転制御装置の報知処理の説明に供するフローチャートである。
【図５】図５は運転モード非切換時報知処理の説明に供するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る自動運転制御装置１２について好適な実施形態を挙げ、添付の図面
を参照して詳細に説明する。
【００２３】
［自動運転制御装置１２の構成］
　図１を用いて車両１０に備えられる自動運転制御装置１２及び自動運転制御装置１２の
周辺機器の構成を説明する。車両１０は、自動運転制御装置１２を備える。また、車両１
０は、自動運転制御装置１２の入力側に、車両１０の周辺の道路環境情報を取得する道路
情報センサ１４と、車両１０の位置情報及び地図情報を提供する位置情報提供装置１６と
、乗員が行う加減速操作を検出する加減速操作センサ１８と、乗員が行う操舵操作を検出
する操舵操作センサ２０と、を備える。また、車両１０は、自動運転制御装置１２の出力
側に、車両１０を加速させる加速装置２４と、車両１０を減速させる減速装置２６と、車
両１０を操舵する操舵装置２８と、乗員に情報を報知する報知装置３０と、を備える。
【００２４】
　道路情報センサ１４は、例えば、車両１０の周辺を撮像するカメラ、及び、車両１０の
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周辺に電磁波を照射し反射波を検出するレーダ等により構成される。カメラとしては単眼
カメラやステレオカメラを使用可能である。カメラは、例えば車両１０のフロントガラス
内側上部に設置される。レーダとしてはミリ波レーダ、マイクロ波レーダ、レーザレーダ
等のレーダを使用可能であり、赤外線センサも使用可能である。レーダ等は、例えば車両
１０のフロントグリル内に設置される。
【００２５】
　位置情報提供装置１６は、車両１０の位置情報を検出し、その位置情報と、自動運転が
可能な区間の情報を含む地図情報と、を自動運転制御装置１２に出力する。例えば、ＧＰ
Ｓアンテナ、ＧＰＳレシーバ、方位センサ、車速センサ、ナビゲーション用コンピュータ
、地図データ等を備えるナビゲーション装置を使用可能である。
【００２６】
　加減速操作センサ１８は、乗員が行う加減速操作を検出し、加減速信号を自動運転制御
装置１２に出力する。加減速操作センサ１８としては、乗員が行う加減速操作を検出でき
るセンサであれば、どのような形態のものでも使用可能である。例えば、ペダル（図２で
示すアクセルペダル６４、ブレーキペダル６６等）に発生する踏力を検出する圧力センサ
を使用可能である。また、ペダルの操作量を検出する変位センサを使用可能である。また
、電動モータによりペダルに操作反力を発生させる装置が車両１０に設けられる場合は、
電動モータの電流値を検出する電流センサを使用可能である。また、乗員による操作子（
ジョイスティック、ボタン、スイッチ等）の操作に応じて加減速コマンドを生成する装置
が車両１０に設けられる場合は、その加減速コマンド自体を使用可能である。
【００２７】
　操舵操作センサ２０は、乗員が行う操舵操作を検出し、操舵信号を自動運転制御装置１
２に出力する。操舵操作センサ２０としては、乗員が行う操舵操作を検出できるセンサで
あれば、どのような形態のものでも使用可能である。例えば、ステアリングシャフトに発
生する操舵トルクを検出するトルクセンサを使用可能である。また、ステアリングホイー
ル６０（図２参照）に対する接触を検出するタッチセンサを使用可能である。また、ステ
アリングホイール６０の操舵角度と、操舵の自動制御のために演算される目標操舵角度と
、の差を検出することにより、乗員が行う操舵操作を検出することも可能である。この際
、ステアリングホイール６０の操舵角度は角速度又は各加速度を検出するセンサによって
検出可能である。また、電動パワーステアリングの電動モータによりステアリングシャフ
トに操作反力を発生させる装置が車両１０に設けられる場合は、電動モータの電流値と目
標電流値との差を検出することにより、乗員が行う操舵操作を検出することも可能である
。また、ステアリングホイール６０の操舵角度と、ステアリングギアボックス内のピニオ
ンの回転角度と、の角度偏差（角速度偏差、角加速度偏差）を検出することにより、乗員
が行う操舵操作を検出することも可能である。この際、両者の角度は角速度又は角加速度
を検出するセンサによって検出可能である。また、乗員による操作子（ジョイスティック
、ボタン、スイッチ等）の操作に応じて操舵コマンドを生成する装置が車両１０に設けら
れる場合は、その操舵コマンド自体を使用可能である。
【００２８】
　自動運転制御装置１２はＥＣＵにより構成される。ＥＣＵは、マイクロコンピュータを
含む計算機であり、ＣＰＵ（中央処理装置）、メモリであるＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭも含む
。）、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、その他、Ａ／Ｄ変換器、Ｄ／Ａ変換器等の入
出力装置等を有する。ＥＣＵは、ＣＰＵがＲＯＭに記録されているプログラムを読み出し
実行することで各種機能実現部、例えば各種制御部、演算部、及び処理部等として機能す
る。本実施形態で自動運転制御装置１２を構成するＥＣＵは、外界認識部４０、位置判定
部４２、加減速オーバーライド検出部４４、操舵オーバーライド検出部４６、自動運転制
御部４８、モード切換部５０、報知判定部５２、加減速制御部５４、操舵制御部５６とし
て機能する。
【００２９】
　外界認識部４０は、道路情報センサ１４のカメラで取得される画像情報に基づいてレー
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ンマーク等を認識し、レーダで取得される反射波情報に基づいて先行車両等の物体を認識
するように構成される。
【００３０】
　位置判定部４２は、位置情報提供装置１６により提供される車両１０の位置情報と地図
情報を取得し、車両１０と自動運転可能な区間との位置関係を判定するように構成される
。例えば、車両１０が自動運転可能な区間を走行しているか否かを判定するように構成さ
れる。また、自動運転可能な区間の終了位置が接近しているか否かを判定するように構成
される。
【００３１】
　加減速オーバーライド検出部４４は、加減速操作センサ１８から出力される加減速信号
に基づき加減速操作によるオーバーライドを検出するように構成される。より具体的には
、加減速オーバーライド検出部４４は、加減速信号が閾値以上である場合に加減速操作に
よるオーバーライドを検出するように構成される。なお、加減速オーバーライド検出部４
４は、乗員が行う加減速操作を検出する手動操作検出部としても機能する。
【００３２】
　操舵オーバーライド検出部４６は、操舵操作センサ２０から出力される操舵信号に基づ
き操舵操作によるオーバーライドを検出するように構成される。より具体的には、操舵オ
ーバーライド検出部４６は、操舵信号が閾値以上である場合に操舵操作によるオーバーラ
イドを検出するように構成される。なお、操舵オーバーライド検出部４６は、乗員が行う
操舵操作を検出する手動操作検出部としても機能する。
【００３３】
　自動運転制御部４８は、外界認識部４０による認識結果と位置判定部４２による判定結
果に基づいて、加減速及び操舵の自動制御を統括するように構成される。例えば、加減速
の自動制御及び操舵の自動制御で必要な処理を一括して行うように構成される。自動運転
制御部４８は、後述する加減速制御部５４及び操舵制御部５６を統括する。
【００３４】
　モード切換部５０は、運転モードを自動運転モード、半自動運転モード、手動運転モー
ドのいずれかに切り換えるように構成される。半自動運転モードとしては、操舵制御のみ
を自動制御し加減速制御を手動制御にするモードと、加減速制御のみを自動制御し操舵制
御を手動制御にするモードと、がある。
【００３５】
　報知判定部５２は、報知時期を判定し、更にその報知時期に適した報知内容を判定する
ように構成される。
【００３６】
　加減速制御部５４は、運転モードが自動運転モード又は加減速制御のみが自動制御であ
る半自動運転モードの場合に、加減速操作に係る自動制御を行うように構成される。例え
ば、車両１０と先行車両との車間距離を所定規則に応じた距離に保つために必要な加減速
度や、カーブの走行に必要な加減速度を演算するように構成される。
【００３７】
　操舵制御部５６は、運転モードが自動運転モード又は操舵制御のみが自動制御である半
自動運転モードの場合に、操舵操作に係る自動制御を行うように構成される。例えば、レ
ーンマークに沿って車両１０を走行させるために必要な操舵角度や、カーブの操舵に必要
な操舵角度を演算するように構成される。
【００３８】
　加速装置２４は、加減速制御部５４から出力される加速指令に応じて車両１０の駆動源
を動作させる。車両１０がエンジン車両の場合は加速指令に応じてスロットルバルブ等を
動作させて、駆動源（エンジン）を動作させる。車両１０が電動モータを含む電動車両の
場合は加速指令に応じて駆動源（電動モータ）を動作させる。
【００３９】
　減速装置２６は、加減速制御部５４から出力される減速指令に応じてブレーキアクチュ
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エータを動作させて、ブレーキを動作させる。
【００４０】
　操舵装置２８は、操舵制御部５６から出力される操舵指令に応じて電動パワーステアリ
ングの電動モータを動作させる。電動モータはステアリングシャフトを回転させる。
【００４１】
　報知装置３０は、報知判定部５２から出力される報知指令に応じた報知内容をスピーカ
及び／又はディスプレイ及び／又はステアリングホイール６０（図２参照）を振動させる
等の触知を介して乗員に報知する。
【００４２】
［自動運転制御装置１２の運転モードの遷移］
　図１、図２を用いて自動運転制御装置１２で行われる処理について説明をする。ここで
は、自動運転制御装置１２が運転モードをどのように遷移させるかについて説明する。
【００４３】
＜初期状態＞
　車両１０の電源がオンにされると、車両１０の運転状態は初期状態である手動運転状態
（Ｆ１）に遷移する。このとき、モード切換部５０により運転モードとして手動運転モー
ドが設定される。
【００４４】
＜Ｆ１からＦ２への遷移＞
　手動運転の状態（Ｆ１）で、位置判定部４２により車両１０が自動運転可能な区間を走
行していると判定されると、自動運転が可能である旨を報知するための報知指令が報知判
定部５２により出力される。報知装置３０は自動運転が可能である旨を報知する。車内の
ＡＤ（Autonomous Driving）起動スイッチがオンにされると、自動運転制御部４８と加減
速制御部５４と操舵制御部５６により加減速及び操舵の自動制御が開始される。このとき
、モード切換部５０により運転モードが自動運転モードに切り換えられて、車両１０の運
転状態は、手動運転の状態（Ｆ１）から全自動運転の状態（Ｆ２）に遷移する。
【００４５】
＜Ｆ２からＦ３への遷移＞
　全自動運転の状態（Ｆ２）で、乗員が足６８でアクセルペダル６４又はブレーキペダル
６６を操作したとする。加減速オーバーライド検出部４４によりアクセルペダル６４又は
ブレーキペダル６６の操作量が閾値以上であると判定されると、加減速操作によるオーバ
ーライドが検出される（Ｏｏｎ１）。このとき、モード切換部５０により運転モードは半
自動運転モードに切り換えられる。そして、自動運転制御部４８と加減速制御部５４によ
り加減速の自動制御のみが解除され、自動運転制御部４８と操舵制御部５６による操舵の
自動制御は維持される。こうして加減速の制御のみがオーバーライドされる。車両１０の
運転状態は、全自動運転の状態（Ｆ２）から半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）
に遷移する。
【００４６】
＜Ｆ３からＦ２への復帰＞
　半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）で、乗員がアクセルペダル６４又はブレー
キペダル６６の操作を止めたとする。加減速オーバーライド検出部４４によりアクセルペ
ダル６４及びブレーキペダル６６の操作量が閾値未満であると判定されると、加減速操作
によるオーバーライドが検出されなくなる（Ｏｏｆｆ１）。このとき、モード切換部５０
により運転モードは自動運転モードに切り換えられる。すなわち、運転モードを自動運転
モードに復帰させる。そして、自動運転制御部４８と加減速制御部５４により解除されて
いた加減速の自動制御が再開される。車両１０の運転状態は半自動運転（自動操舵制御）
の状態（Ｆ３）から全自動運転の状態（Ｆ２）に復帰する。
【００４７】
＜Ｆ３からＦ１への遷移＞
　半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）で、乗員が足６８でアクセルペダル６４又
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はブレーキペダル６６の操作を行いつつ、手６２でステアリングホイール６０の操作を行
ったとする。操舵オーバーライド検出部４６によりステアリングホイール６０の操作量が
閾値以上であると判定されると、操舵操作によるオーバーライドが検出される（Ｏｏｎ３
）。このとき、モード切換部５０により運転モードは手動運転モードに切り換えられる。
そして、自動運転制御部４８と操舵制御部５６により操舵の自動制御が解除される。既に
加減速の自動制御は解除されているため、ハンドオーバ（Ｈ／Ｏ）が成立する。車両１０
の運転状態は、半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）から手動運転の状態（Ｆ１）
に遷移する。
【００４８】
＜Ｆ２からＦ４への遷移＞
　全自動運転の状態（Ｆ２）で、乗員が手６２でステアリングホイール６０の操作を行っ
たとする。操舵オーバーライド検出部４６によりステアリングホイール６０の操作量が閾
値以上であると判定されると、操舵操作によるオーバーライドが検出される（Ｏｏｎ２）
。このとき、モード切換部５０により運転モードは半自動運転モードに切り換えられる。
そして、自動運転制御部４８と操舵制御部５６により操舵の自動制御のみが解除され、自
動運転制御部４８と加減速制御部５４による加減速の自動制御は維持される。こうして操
舵の制御のみがオーバーライドされる。車両１０の運転状態は、全自動運転の状態（Ｆ２
）から半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ４）に遷移する。
【００４９】
＜Ｆ４からＦ２への復帰＞
　半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ４）で、乗員がステアリングホイール６０の操
作を止めたとする。操舵オーバーライド検出部４６によりステアリングホイール６０の操
作量が閾値未満であると判定されると、操舵操作によるオーバーライドが検出されなくな
る（Ｏｏｆｆ２）。このとき、モード切換部５０により運転モードは自動運転モードに切
り換えられる。すなわち、運転モードを自動運転モードに復帰させる。そして、自動運転
制御部４８と操舵制御部５６により解除されていた操舵の自動制御が再開される。車両１
０の運転状態は半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ４）から全自動運転の状態（Ｆ２
）に復帰する。
【００５０】
＜Ｆ４からＦ１への遷移＞
　半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ４）で、乗員が手６２でステアリングホイール
６０の操作を行いつつ、足６８でアクセルペダル６４又はブレーキペダル６６の操作を行
ったとする。加減速オーバーライド検出部４４によりアクセルペダル６４又はブレーキペ
ダル６６の操作量が閾値以上であると判定されると、加減速操作によるオーバーライドが
検出される（Ｏｏｎ４）。このとき、モード切換部５０により運転モードは手動運転モー
ドに切り換えられる。そして、自動運転制御部４８と加減速制御部５４により加減速の自
動制御が解除される。既に操舵の自動制御は解除されているため、ハンドオーバ（Ｈ／Ｏ
）が成立する。車両１０の運転状態は、半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ４）から
手動運転の状態（Ｆ１）に遷移する。
【００５１】
＜Ｆ２からＦ１への遷移＞
　全自動運転の状態（Ｆ２）で乗員が手６２でステアリングホイール６０の操作を行い、
足６８でアクセルペダル６４又はブレーキペダル６６の操作を行ったとする。このときは
、全自動運転の状態（Ｆ２）から半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）を経て手動
運転の状態（Ｆ１）に遷移する場合、又は、全自動運転の状態（Ｆ２）から半自動運転（
自動速度制御）の状態（Ｆ４）を経て手動運転の状態（Ｆ１）に遷移する場合と同様に、
ハンドオーバ（Ｈ／Ｏ）が成立する。車両１０の運転状態は、全自動運転の状態（Ｆ２）
から手動運転の状態（Ｆ１）に遷移する。
【００５２】
＜Ｆ１からＦ２への復帰＞
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　自動運転中にオーバーライドが必要な所定状況がある。例えば、車両１０がレーンチェ
ンジする場合や、車両１０が分岐や合流地点を走行する場合や、車両１０が一時的に手動
運転を必要とする地点（例えば料金所等）を走行する場合等である。このような場合に、
乗員は加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドを行い、ハンドオーバ（Ｈ／Ｏ）を
成立させる。このとき、車両１０の運転状態は、全自動運転の状態（Ｆ２）、又は、半自
動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）、又は、半自動運転（自動速度制御）の状態（Ｆ
４）から手動運転の状態（Ｆ１）に遷移する。
【００５３】
　その後、手動運転の状態（Ｆ１）で、乗員がステアリングホイール６０の操作を止め、
且つ、アクセルペダル６４及びブレーキペダル６６の操作を止めたとする。更に、オーバ
ーライドの際に、自動運転制御部４８によりオーバーライドが必要な所定状況に該当する
と判定されていたとする。このとき、モード切換部５０により運転モードは自動運転モー
ドに切り換えられる。すなわち、運転モードを自動運転モードに復帰させる。そして、自
動運転制御部４８と加減速制御部５４と操舵制御部５６により解除されていた加減速の自
動制御及び操舵の自動制御が再開される。車両１０の運転状態は手動運転の状態（Ｆ１）
から全自動運転の状態（Ｆ２）に復帰する。
【００５４】
［自動運転制御装置１２における運転の切換処理］
　図１、図３を用いて自動運転制御装置１２における運転の切換処理について説明をする
。以下では、図２で示す全自動運転の状態（Ｆ２）を起点として、手動運転の状態（Ｆ１
）、半自動運転（自動操舵制御）の状態（Ｆ３）、半自動運転（自動速度制御）の状態（
Ｆ４）に遷移する処理のフローを説明する。なお、以下の処理は所定時間毎、例えば、ミ
リ秒単位の時間毎に繰り返し実行される。
【００５５】
　ステップＳ１にて、操舵オーバーライド検出部４６により操舵操作によるオーバーライ
ドの有無が判定される。操舵操作センサ２０から出力される操舵信号が示す操作量が閾値
以上である場合、操舵オーバーライド検出部４６により操舵操作によるオーバーライドが
検出される（ステップＳ１：ＹＥＳ）。このとき処理はステップＳ２に移行する。一方、
操舵操作センサ２０から出力される操舵信号が示す操作量が閾値未満である場合、操舵オ
ーバーライド検出部４６により操舵操作によるオーバーライドが検出されない（ステップ
Ｓ１：ＮＯ）。このとき処理はステップＳ３に移行する。
【００５６】
　ステップＳ２にて、加減速オーバーライド検出部４４により加減速操作によるオーバー
ライドの有無が判定される。加減速操作センサ１８から出力される加減速信号が示す操作
量が閾値以上である場合、加減速オーバーライド検出部４４により加減速操作によるオー
バーライドが検出される（ステップＳ２：ＹＥＳ）。このとき処理はステップＳ４に移行
する。一方、加減速操作センサ１８から出力される加減速信号が示す操作量が閾値未満で
ある場合、加減速オーバーライド検出部４４により加減速操作によるオーバーライドが検
出されない（ステップＳ２：ＮＯ）。このとき処理はステップＳ５に移行する。
【００５７】
　ステップＳ２と同様に、ステップＳ３にて、加減速オーバーライド検出部４４により加
減速操作によるオーバーライドの有無が判定される。加減速操作センサ１８から出力され
る加減速信号が示す操作量が閾値以上である場合、加減速オーバーライド検出部４４によ
り加減速操作によるオーバーライドが検出される（ステップＳ３：ＹＥＳ）。このとき処
理はステップＳ６に移行する。一方、加減速操作センサ１８から出力される加減速信号が
示す操作量が閾値未満である場合、加減速オーバーライド検出部４４により加減速操作に
よるオーバーライドが検出されない（ステップＳ３：ＮＯ）。このとき処理はステップＳ
７に移行する。
【００５８】
　ステップＳ４にて、加減速及び操舵の自動制御を含む自動運転は解除されて手動運転の
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状態に遷移する。このとき、モード切換部５０により運転モードは手動運転モードに切り
換えられる。更に、自動運転制御部４８と加減速制御部５４と操舵制御部５６により加減
速及び操舵の自動制御が解除される。すなわち、ハンドオーバが成立する。車両１０の操
作権限（加速装置２４と減速装置２６と操舵装置２８の操作権限）は乗員に委譲される。
ステップＳ４は、図２で示すＦ１に相当する。
【００５９】
　ステップＳ５にて、操舵の自動制御は解除されて半自動運転の状態に遷移する。このと
き、モード切換部５０により運転モードは半自動運転モードに切り換えられる。更に、自
動運転制御部４８と操舵制御部５６により操舵の自動制御のみが解除される。すなわち、
操舵の制御のみがオーバーライドされる。操舵の操作権限（操舵装置２８の操作権限）は
乗員に委譲される。ステップＳ５は、図２で示すＦ４に相当する。
【００６０】
　ステップＳ６にて、加減速の自動制御は解除されて半自動運転の状態に遷移する。この
とき、モード切換部５０により運転モードは半自動運転モードに切り換えられる。更に、
自動運転制御部４８と加減速制御部５４により加減速の自動制御のみが解除される。すな
わち、加減速の制御のみがオーバーライドされる。加減速の操作権限（加速装置２４と減
速装置２６の操作権限）は乗員に委譲される。ステップＳ６は、図２で示すＦ３に相当す
る。
【００６１】
　ステップＳ７にて、全自動運転の状態は維持される。ステップＳ７は、図２で示すＦ２
に相当する。
【００６２】
［自動運転制御装置１２における報知処理］
　図１、図４、図５を用いて自動運転制御装置１２における報知処理について説明をする
。自動運転制御装置１２は運転の切換時等に乗員に報知を行う。以下では、その処理のフ
ローを説明する。なお、以下の処理は所定時間毎、例えば、ミリ秒単位の時間毎に繰り返
し実行される。
【００６３】
　ステップＳ１１にて、報知判定部５２により運転モードの切り換えの有無が判定される
。切り換えがあると判定された場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、処理はステップＳ１２
に移行する。一方、切り換えがないと判定された場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、処理は
ステップＳ１６に移行し、図５で示す運転モード非切換時報知処理が行われる。
【００６４】
　ステップＳ１２にて、報知判定部５２によりその時点での運転モードの種別が判定され
る。自動運転モードである場合（ステップＳ１２：Ａ）、処理はステップＳ１３に移行す
る。ステップＳ１３にて、報知判定部５２により、自動運転モードへの切り換えが行われ
たことを乗員に報知する報知指令が報知装置３０に対して出力される。報知装置３０は自
動運転モードへの切り換えが行われたことを乗員に報知する。手動運転モードである場合
（ステップＳ１２：Ｂ）、処理はステップＳ１４に移行する。ステップＳ１４にて、報知
判定部５２により、手動運転モードへの切り換えが行われたことを乗員に報知する報知指
令が報知装置３０に対して出力される。報知装置３０は手動運転モードへの切り換えが行
われたことを乗員に報知する。半自動運転モードである場合（ステップＳ１２：Ｃ）、処
理はステップＳ１５に移行する。ステップＳ１５にて、報知判定部５２により、半自動運
転モードへの切り換えが行われたことを乗員に報知する報知指令が報知装置３０に対して
出力される。報知装置３０は半自動運転モードへの切り換えが行われたことを乗員に報知
する。
【００６５】
＜運転モード非切換時報知処理＞
　図５を用いて運転モード非切換時報知処理を説明する。ステップＳ２１にて、報知判定
部５２によりその時点での運転モードが判定される。手動運転モードである場合（ステッ
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プＳ２１：Ａ）、処理はステップＳ２２に移行する。一方、自動又は半自動運転モードで
ある場合（ステップＳ２１：Ｂ）、処理はステップＳ２６に移行する。
【００６６】
　先ず、ステップＳ２１にて手動運転モードと判定された場合（ステップＳ２１：Ａ）に
ついて説明する。
【００６７】
　ステップＳ２２にて、報知判定部５２により手動運転モードであることを再報知する必
要があるか否かが判定される。例えば、次のような再報知条件が判定される。すなわち、
この時点で未だ再報知されていない場合は、運転モードの切り換えから第１所定時間が経
過しているかが判定される。また、この時点で既に再報知されている場合は、前回の再報
知から第２所定時間が経過しているかが判定される。また、手動操作検出部としても機能
する加減速オーバーライド検出部４４及び操舵オーバーライド検出部４６により手動操作
が検出されていないかが判定される。全ての再報知条件が満たされる場合（ステップＳ２
２：ＹＥＳ）、処理はステップＳ２３に移行する。ステップＳ２３にて、報知装置３０は
運転モードが手動運転モードであることを乗員に対して再度報知する。一方、いずれかの
再報知条件が満たされない場合（ステップＳ２２：ＮＯ）、運転モード非切換時報知処理
は終了する。
【００６８】
　次に、ステップＳ２１にて自動又は半自動運転モードと判定された場合（ステップＳ２
１：Ｂ）について説明する。
【００６９】
　ステップＳ２４にて、位置判定部４２により自動運転可能な区間の終了位置が接近して
いるか否かが判定される。自動運転可能な区間の終了位置が接近している場合（ステップ
Ｓ２４：ＹＥＳ）、処理はステップＳ２５に移行する。一方、自動運転可能な区間の終了
位置が接近していない場合（ステップＳ２４：ＮＯ）、運転モード非切換時報知処理は終
了する。
【００７０】
　ステップＳ２５にて、報知判定部５２によりその時点での運転モードが判定される。自
動運転モードである場合（ステップＳ２５：Ａ）、処理はステップＳ２６に移行する。一
方、半自動運転モードである場合（ステップＳ２５：Ｂ）、処理はステップＳ２７に移行
する。
【００７１】
　ステップＳ２６にて、報知判定部５２により、加減速操作及び操舵操作によるオーバー
ライドの実行を乗員に促す報知指令が報知装置３０に対して出力される。報知装置３０は
加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドを促す第１報知を乗員に報知する。
【００７２】
　ステップＳ２７にて、報知判定部５２により、不足している加減速操作及び／又は操舵
操作によるオーバーライドの実行を乗員に促す報知指令が報知装置３０に対して出力され
る。報知装置３０は不足している加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドを促す第
２報知を乗員に報知する。
【００７３】
［本実施形態のまとめ］
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２は、車両１０の加減速及び操舵を自動制御する
自動運転制御部４８、加減速制御部５４、操舵制御部５６（以下、制御部４８、５４、５
６ともいう。）と、車両１０の乗員が行う加減速操作及び操舵操作によるオーバーライド
を検出する加減速オーバーライド検出部４４、操舵オーバーライド検出部４６（以下、オ
ーバーライド検出部４４、４６ともいう。）と、オーバーライド検出部４４、４６の検出
結果に基づいて、自動運転モード及び手動運転モードを含む運転モードを切り換えるモー
ド切換部５０（以下、切換部５０ともいう。）と、を備える。切換部５０は、オーバーラ
イド検出部４４、４６により加減速操作及び操舵操作のいずれか一方によるオーバーライ
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ドが検出された場合に、運転モードを、加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドが
検出された場合と比べて、自動制御の度合いが高い半自動運転モードに切り換える。運転
モードの切り換えに伴い、制御部４８、５４、５６は、運転モードが半自動運転モードに
切り換えられた場合に、車両１０の加減速及び操舵を部分的に自動制御する。
【００７４】
　本実施形態では、車両１０の乗員が行う加減速操作及び操舵操作のいずれか一方による
オーバーライドが検出された場合に、車両１０の加減速及び操舵を部分的に自動制御する
。すなわち、車両１０の乗員が行う加減速操作及び操舵操作のいずれか一方のみによるオ
ーバーライドでは、自動運転から完全な手動運転に切り換えないようにする。本実施形態
によれば、オーバーライドの状態に応じて適切に自動制御の度合いを制御できるため、乗
員が意図しない車両１０の挙動を防止できる。また、部分的な自動制御が維持されるため
、運転の負担を軽減できる。
【００７５】
　また、本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、半自動運転モードは、オーバ
ーライド検出部４４、４６により検出された加減速操作及び操舵操作のうちいずれか一方
に対応する自動制御のみを解除させる運転モードである。本実施形態によれば、乗員が手
動制御したい操作対象の自動制御のみを解除することができる。このため、乗員が意図し
ない車両１０の挙動を防止でき、運転の負担を軽減できる。また、乗員が手動制御したい
操作対象の操作権限をシステムから乗員へスムーズに委譲することができる。
【００７６】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、切換部５０は、オーバーライド検出
部４４、４６により加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドが検出された場合に、
運転モードを手動運転モードに切り換える。本実施形態によれば、車両１０の操作権限を
システムから乗員へスムーズに委譲することができる。
【００７７】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、切換部５０は、運転モードが半自動
運転モードである状態で、オーバーライド検出部４４、４６により加減速操作及び操舵操
作によるオーバーライドが検出された場合に、運転モードを手動運転モードに切り換える
。本実施形態によれば、車両１０の操作権限をシステムから乗員へ円滑に委譲することが
できる。
【００７８】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、切換部５０は、運転モードが半自動
運転モードである状態で、オーバーライド検出部４４、４６により加減速操作及び操舵操
作のいずれによるオーバーライドも検出されなくなった場合に、運転モードを自動運転モ
ードに復帰させる。本発明によれば、自動運転開始のための操作を行うことなくスムーズ
に自動運転を再開することができる。
【００７９】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、オーバーライドが行われた状況が所
定状況に該当するか否かを判定する自動運転制御部４８（以下、状況判定部４８ともいう
。）を備える。そして、切換部５０は、オーバーライド検出部４４、４６により加減速操
作及び操舵操作によるオーバーライドが検出されるに応じて運転モードを手動運転モード
に切り換えた後に、オーバーライド検出部４４、４６により加減速操作及び操舵操作によ
るオーバーライドが検出されなくなった場合、且つ、状況判定部４８によりオーバーライ
ド行われた状況が所定状況に該当すると判定された場合に、運転モードを自動運転モード
に復帰させる。
【００８０】
　自動運転中にオーバーライドが必要な所定状況がある。例えば、車両１０がレーンチェ
ンジする場合や、車両１０が分岐や合流地点を走行する場合や、車両１０が一時的に手動
運転を必要とする地点（例えば料金所等）を走行する場合等である。本実施形態では、オ
ーバーライドが行われた状況がこのような所定状況に該当すると判定される場合、オーバ
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ーライドの操作がなくなったときに、自動的に手動運転から自動運転に復帰させる。本実
施形態によれば、車両１０が適切な状態にあるときにのみ、自動運転開始のための操作を
行うことなくスムーズに自動運転を再開することができる。
【００８１】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、切換部５０により運転モードが切り
換えられたときに運転モードの状態を報知する報知判定部５２（以下、報知部５２ともい
う。）を更に備える。本実施形態によれば、現在の運転モードを乗員に認識させることが
できる。
【００８２】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、車両１０の乗員が行う加減速操作及
び操舵操作を検出する加減速オーバーライド検出部４４、操舵オーバーライド検出部４６
（以下、手動操作検出部４４、４６ともいう。）を備える。そして、報知部５２は、切換
部５０により運転モードが手動運転モードに切り換えられた後に、手動操作検出部４４、
４６により加減速操作及び操舵操作の少なくとも一方が検出されなくなった場合に、再度
運転モードの状態を報知する。具体的には、運転モードが手動運転モードであることを報
知する。本実施形態によれば、運転モードが手動運転モードに切り換わったことを乗員が
忘れている又は気付いていない場合に、気付かせることができる。
【００８３】
　本実施形態に係る自動運転制御装置１２において、車両１０の走行位置が自動運転可能
な区間か否かを判定する位置判定部４２を備える。そして、報知部５２は、位置判定部４
２により自動運転可能な区間の終了位置が接近していると判定された場合に、加減速操作
及び操舵操作によるオーバーライドを促す第１報知を行う。更に、第１報知後にオーバー
ライド検出部４４、４６により加減速操作及び操舵操作によるオーバーライドが検出され
ない場合に、オーバーライド検出部４４、４６により検出されていない加減速操作及び／
又は操舵操作によるオーバーライドを促す第２報知を行う。
【００８４】
　自動運転可能な区間が終了する場合は、自動運転を終了して手動運転に切り換える所謂
ハンドオーバが必要である。本実施形態では、ハンドオーバが必要であるにも関わらずハ
ンドオーバが完了していない場合に、ハンドオーバの条件を満たすのに必要なオーバーラ
イドを乗員に対して報知により促す。本実施形態によれば、必要な操作を乗員に認識させ
ることができる。
【００８５】
［他の実施形態］
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲において、種々の構成を採り得ることはもちろんである。例えば、上記実施形態では、
半自動運転モードの際に、加減速及び操舵のいずれか一方の自動制御のみを解除するよう
にしている。しかし、加減速及び／又は操舵の自動制御をアシスト制御に変更することも
可能である。アシスト制御は、完全な手動運転でなく完全な自動運転でもない半自動運転
に相当する。
【００８６】
　上記実施形態では、手動運転モードへの切換後に手動操作が検出されない場合に、運転
モードが手動運転モードであることを再報知するようにしている（ステップＳ２２、ステ
ップＳ２３）。これに加えて、再報知してから一定時間以上経過しても加減速オーバーラ
イド検出部４４及び操舵オーバーライド検出部４６により手動操作が検出されない場合に
、車両１０を停止させることも可能である。例えば、図５で示す報知処理のステップＳ２
２と同時又は後に、報知判定部５２により再報知回数が所定回数以上か又は再報知から第
３所定時間が経過したかが判定される。そして、判定条件が満たされた場合に減速装置２
６により車両１０を自動停止させてもよい。
【００８７】
　図５で示す報知処理のステップＳ２４においては、自動運転可能な区間の終了位置が接
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判定するようにしてもよい。このようにすると、車両１０が自動運転可能な区間の終了位
置に接近し、且つ、ハンドオーバが完了していない場合は、第４所定時間毎にオーバーラ
イドを促す第１報知（ステップＳ２６）又は第２報知（ステップＳ２７）が報知される。
【００８８】
　また、第１報知又は第２報知から一定時間以上経過しても加減速オーバーライド検出部
４４及び操舵オーバーライド検出部４６により手動操作が検出されない場合に、車両１０
を停止させることも可能である。
【００８９】
　図５で示す報知処理のステップＳ２７においては、加減速操作及び操舵操作のうち不足
するオーバーライドを実行する旨を報知するのではなく、加減速操作及び操舵操作による
オーバーライドを実行する旨を報知してもよい。
【００９０】
　また、車両１０の走行状況に応じて自動運転モードから手動運転モードへの切り換え操
作を変えてもよい。例えば、分岐や合流等、他車両の挙動に対してよりシビアに自車両（
車両１０）の挙動のタイミングを合わせる必要があるような走行状況がある。こうした走
行状況においては、加減速操作及び操舵操作の両方が行われた場合にのみオーバーライド
を許容し、加減速操作及び操舵操作のうちのいずれか一方が行われた場合にはオーバーラ
イドを禁止してもよい。この制御により、シビアな走行状況での誤操作をより確実に低減
することができる。
【００９１】
　なお、上記実施形態では、車両１０の電源がオン時に、車両１０の運転状態が初期状態
である手動運転状態（図２のＦ１）に遷移するものとして説明をした。これに限らず、運
転状態の初期状態として全自動運転モード（図２のＦ２）が設定されていてもよい。
【００９２】
［符号の説明］
１０…車両　　　　　　　　　　　　　
１２…自動運転制御装置
１４…道路情報センサ　　　　　　　　
１６…位置情報提供装置
１８…加減速操作センサ　　　　　　　
２０…操舵操作センサ
２４…加速装置　　　　　　　　　　　
２６…減速装置
２８…操舵装置　　　　　　　　　　　
３０…報知装置
４０…外界認識部　　　　　　　　　　
４２…位置判定部
４４…加減速オーバーライド検出部（オーバーライド検出部、手動操作検出部）
４６…操舵オーバーライド検出部（オーバーライド検出部、手動操作検出部）
４８…自動運転制御部　　　　　　　　
５０…モード切換部
５２…報知判定部　　　　　　　　　　
５４…加減速制御部
５６…操舵制御部
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